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東
京
の
家
恋
し
さ
に
、
入
園
し
て

か
ら
四
日
目
、
オ
ヤ
ツ
の
飴
を
持

つ
て
、
線
路
伝
い
に
帰
ろ
う
と
し

た
子
も
い
た
と
い
う
区
立
上
総
湊

養
護
学
園
の
子
供
達
は
、
も
う
す

つ
か
り
学
園
生
活
に
慣
れ
て
、
与

真
の
よ
う
に
元
気
な
毎
日
を
送
つ

て
い
る
。

○
去
る
三
月
十
六
日
入
園
し
た
第

六
期
生
は
四
十
四
名
、
学
力
の
低

下
云
々
は
、
1
+
1
=
2
で
あ
る

と
い
う
数
字
的
な
見
方
で
あ
つ

て
、
学
校
の
教
室
で
は
行
え
な
い

自
然
科
学
、
偏
食
の
是
正
、
躾
教

育
等
む
し
ろ
大
局
か
ら
み
た
ら
か

え
つ
て
児
童
教
育
の
成
果
は
上
つ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
学

園
長
の
言
葉
通
り
、
午
前
六
時
三

十
分
の
起
床
か
ら
午
后
八
時
三
十

分
の
就
寝
ま
で
、身
の
廻
り
の
整

理
か
ら
学
習
、
お
さ
ら
い
と
保
姆

さ
ん
の
指
導
で
手
際
よ
く
や
つ
て

ゆ
く
。

○
三
か
月
の
学
園
生
活
が
お
わ
る

と
、
「
平
均
二
瓩
も
体
重
が
増

え
、
お
行
儀
や
言
葉
が
良
く
な
つ

た
と
出
迎
え
の
父
兄
を
喜
こ
ば
す

よ
う
に
な
る
」
と
い
ふ
保
姆
さ
ん

に
甘
え
な
が
ら
子
供
達
は
文
字
通

り
、
よ
く
学
び
よ
く
遊
び
且
つ
良

く
喰
べ
て
い
た
。
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昭

和

二
十
七
年
度

予
算
決
ま
る

第
二
回
足
立
区
議
会
で

本
年
第
二
回
足
立
区
議
会
は
去
る

三
月
二
十
七
日
か
ら
別
項
の
議
事

日
程
に
よ
り
開
会
さ
れ
た
。
案
件

は
三
日
間
に
亘
り
慎
重
審
議
が
行

わ
れ
二
十
九
日
原
案
通
り
可
決
さ

れ
た
。議

事
日
程

第
一
　
昭
和
二
十
五
年
度
東
京
都

足
立
区
歳
入
歳
出
決
算

第
二
　
東
京
都
足
立
区
立
小
学
校

分
校
廃
止
に
つ
い
て

第
三
　
東
京
都
足
立
区
立
小
学
校

設
置
に
つ
い
て

第
四
　
東
京
都
足
立
区
立
幼
稚
園

設
置
条
例

第
五
　
東
京
都
足
立
区
立
幼
稚
園

条
例

第
六
　
昭
和
二
十
七
年
度
東
京
都

足
立
区
歳
入
歳
出
予
算

第
七
　
東
京
都
足
立
区
公
益
質
屋

設
置
条
例

第
八
　
東
京
都
足
立
区
公
益
質
屋

条
例

第
九
　
公
益
質
屋
資
金
借
入
に
つ

い
て

第
十
　
東
京
番
足
立
区
質
屋
事
業

会
計
設
置
に
つ
い
て

第
十
一
　
基
本
財
産
増
額
に
つ
い

て
十
二
　
一
時
借
入
に
つ
い
て

第
十
三
　
昭
和
二
十
六
年
度
東
京

都
足
立
区
才
入
才
出
追
加
更
生

予
算

第
十
四
　
昭
和
二
十
七
年
度
東
京

都
足
立
質
屋
事
業
歳
入
歳
出
予

算
第
十
五
　
昭
和
二
十
七
年
度
東
京

都
足
立
区
歳
入
歳
出
追
加
予
算

昭
和
二
十
七
年
度
東
京
都

足
立
区
歳
入
歳
出
予
算

歳

入

の

部

歳

出

の

部

昭
和
二
十
七
年
度
東
京
都
足

立
区
歳
入
歳
出
追
加
予
算

歳
入
の
部

科
目
　
　
　
予
算
額

円

都
支
出
金
　
九
　
四
四
三
　
〇
八
〇

繰
越
金
　
二
九
、一
五
八
、〇
四
九

合

計
　
　
三
八
、六
〇
一
、一
二
九

歳
出
の
部

円

教
育
費
　
三
八
、六
〇
一
、一
二
九

計
　
　
三
八
、六
〇
一
、一
二
九

第
三
回
区
議
会

副
収
入
役
に
城
氏
就
任

第
三
回
足
立
区
議
会
(
定
例
会
)

は
四
月
十
八
日
区
議
事
堂
で
開
会

さ
れ
別
項
の
議
案
が
審
議
の
結
果

原
案
可
決
と
な
つ
た
。

な
お
本
区
会
で
任
期
満
了
に
伴

う
新
副
収
入
役
選
任
に
つ
い
て
は

現
副
収
入
役
の
城
彌
総
司
氏
が
区

長
の
再
選
任
に
よ
り
議
会
の
同
意

を
得
て
引
続
き
副
収
入
役
の
職
に

就
く
こ
と
に
な
つ
た
。

提
出
議
案
左
の
通
り

一
　
第
二
十
二
号
議
案
東
京
都
足

立
区
公
益
質
屋
に
対
す
る
資
金

前
渡
に
つ
い
て

二
　
第
二
十
三
号
議
案
東
京
都
足

立
区
営
運
動
場
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

三
　
東
京
都
足
立
区
副
収
入
役
選

任
同
意
方
に
つ
い
て
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都
割
当
量
の
三
八
%
を
占
む

産
米
供
出
完
遂
感
謝
祭

昭
和
二
十
六
年
度
の
東
京
都
の
産

米
供
出
割
当
量
は
二
万
五
百
石
で

あ
つ
た
が
、
こ
の
中
約
三
八
%
を

占
め
る
七
、
七
五
〇
石
の
産
米
供

出
を
完
了
し
た
本
区
の
産
米
供
出

完
遂
感
謝
祭
が
四
月
二
十
五
日
午

後
一
時
か
ら
江
北
高
校
講
堂
で
盛

大
に
行
わ
れ
た
。

こ
の
日
は
あ
い
に
く
の
雨
で
あ

つ
た
が
、
区
経
済
課
の
招
き
で
集

ま
つ
た
約
千
五
百
人
の
お
百
姓
さ

ん
達
は
、
参
列
の
区
長
、
議
長
の

挨
拶
、
都
知
事
以
下
来
賓
の
祝
辞

や
式
後
の
演
芸
に
拍
手
を
送
り
、

満
足
そ
う
で
あ
つ
た
。

な
お
当
日
の
表
彰
者
は
次
の
通
り

坂
田
照
三
郞(

竹
の
塚
町
七
二
四

)

△
細
井
安
秀(

保
木
町
三
八
〇

)

△
山
崎
健
藏(

伊
興
本
町
二
九

六
五)

△
大
塚
延
藏(

古
千
谷
六

八
四)

△
福
田
元
房(

入
谷
町
一

二
一
八)

△
榎
本
阿
久
太
郞(

本

木
五
の
三
七
〇
七)

△
江
川
仁
太

(
西
新
井
町
一
五
)
△
石
山
千
代

松
(
上
谷
中
町
二
二
二
)
△
石
鍋

初
太
郞
(
六
町
二
〇
七
〇
)
△
遠

山
金
藏
(
花
畑
町
二
〇
一
五
)
△

金
子
幸
次
(
五
兵
ヱ
町
七
二
四
)

△
鶴
飼
酉
藏
(
四
ツ
家
町
一
八
六

)
△
藤
波
嘉
平
(
伊
興
町
三
五
四

四
)
△
小
泉
仲
太
郞
(
北
鹿
浜
町

三
一
六
四
)
△
作
妄
次
郞
(
加
賀

皿
沼
町
三
七
八
)
△
西
野
市
太
郞
(

一
ツ
家
町
二
三
二
七
)
△
牛
込

吉
次(
島
根

町
一

一

二

九)

△
鳥
塚

兼
吉(

普

賢
寺

町

二
〇

八)

△
村

越

寿

美
藏(

大
谷
田

町
二

一

八
九)

国
連
協
会

足
立
支
部
結
成

世
界
の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
世

界
各
国
の
よ
り
よ
い
生
活
の
建
設

に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
国

際
連
合
を
支
持
す
る
日
本
国
際
連

合
協
会
は
昭
和
二
十
二
年
十
三
月

結
成
以
来
、
国
際
連
合
の
目
的
実

現
に
努
力
し
て
き
た
が
そ
の
後
新

ら
た
に
都
道
府
県
を
単
位
と
し
て

支
部
が
結
成
さ
れ
協
力
態
制
の
強

化
を
図
つ
て
お
り
東
京
都
で
も
昨

年
六
月
東
京
本
部
を
設
置
、
以
来

活
躍
を
続
け
て
き
て
い
る
が
、
こ

れ
に
呼
応
し
て
本
区
で
も
去
る
四

月
十
一
日
午
後
一
時
か
ら
区
議
会

議
事
堂
で
区
内
各
種
団
体
の
幹
部

が
発
起
人
と
な
り
日
本
国
際
連
合

協
会
東
京
都
足
立
支
部
の
結
成
式

を
行
つ
た
。
な
お
支
部
長
に
は
全

員
の
推
薦
で
区
長
が
就
任
し
た
。

区
営
千
住
新
橋
運
動
場

開
き

昨
年
十
一
月
、
失
業
対
策
事
業
の

一
環
と
し
て
荒
川
放
水
路
堤
塘
敷

内
に
建
設
中
で
あ
つ
た
区
営
運
動

場
が
こ
の
ほ
ど
竣
工

、
四
月
二
十

七
日
午
前
十
時
か
ら
区
軟
式
野
球

連
盟
春
季
決
勝
戦
若
人
対
千
二
チ

ー
ム
が
区
長
の
始
球
式
に
よ
り
同

グ
ラ
ン
ド
で
運
動
場
開
き
を
か
ね

熱
戦
を
展
開
し
た
。

こ
の
運
動
場
の
完
成
に
よ
り
緑

町
運
動
場
を
利
用
す
る
に
は
距
離

的
に
不
便
で
あ
つ
た
堤
北
の
居
住

者
が
健
全
な
体
育
レ
ク
レ
ヱ
ー
シ

ヨ
ン
を
行
う
場
所
と
し
て
最
適
の

同
運
動
場
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
つ
た
。

( 写 真 は 区 営 運 動 場 開 所 式)

区
営
の
公
益
質
屋
開
業

従
来
都
営
で
や
つ
て
い
た
公
益

質
屋
が
、こ
の
四
月
一
日
か
ら

次
の
要
領
で
区
営
に
よ
り
業
務

を
開
始
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
気

軽
に
御
利
用
下
さ
い
。

場

所
　
千
住
寿
町
三
四

千
住
公
益
質
屋

本
木
町
二
の
一

一
八
四

西
新
井
公
益
質
屋

取
扱
時
間
　
自
午
前
九
時

至
午
後
六
時

日
曜
祝
日
は
休
業

貸
付
金
額
　
一
世
帯
八
千
円
ま

で

貸
付
利
子
　
月
三
分

昭
和
二
十
五
年
度
東
京
都

足
立
区
歳
入
歳
出
決
算

歳

人

歳

出※
翌
年
度
繰
越
額
二
四
、七
七
〇
、二
八
一
円
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七
月
一
日
か
ら
実
施
の

住
民
登
録
法
と
は
…
…
……

○
登
録
法
制
定
の
理
由

市
区
町
村
住
民
の
居
住
関
係
を

常
に
明
ら
か
に
し
、住
民
の
日
常

生
活
に
つ
い
て
の
利
便
を
図
る
と

と
も
に
、各
種
行
政
事
務
処
理
の

資
料
と
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き

た
今
ま
で
の
寄
留
制
度
は
、
市
町

村
居
住
の
全
員
を
登
録
す
る
も
の

で
な
い
た
め
、
行
政
上
の
利
用
価

値
に
と
ぼ
し
く
、
現
在
で
は
殆
ん

ど
制
度
本
来
の
目
的
を
達
し
て
い

な
い
状
態
に
あ
つ
た
。

他
方
、市
区
町
村
で
は
、
配
給

制
度
実
施
の
必
要
上
、
昭
和
十
五

年
頃
か
ら
寄
留
簿
と
は
別
に
、
市

区
町
村
の
住
民
を
世
帯
別
に
登
録

し
、
配
給
事
務
は
も
と
よ
り
選

挙
、
教
育
、
徴
税
、
衛
生
、
統

計
、
生
活
保
護
、
住
民
の
居
住
関

係
の
証
明
等
各
種
行
政
事
務
処
理

の
上
で
、
重
要
な
住
民
把
握
の
た

め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
世
帯
台

帳
を
調
整
し
て
い
た
が
、
こ
の
台

帳
は
法
令
上
の
根
拠
も
戸
籍
と
の

関
連
性
も
な
く
、
本
人
の
申
告
だ

け
を
基
礎
と
し
て
い
る
た
め
、
こ

れ
を
市
区
町
村
の
公
簿
と
し
て
行

政
上
の
基
礎
資
料
と
す
る
に
は
不

充
分
で
あ
つ
た
。
し
か
も
こ
の
制

度
は
配
給
制
度
の
廃
止
に
伴
い
、

附
随
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
こ
れ
に
代
る
完
全
な
制

度
を
早
急
に
樹
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
必
要
か
ら
、
現
行
の
寄
留
制

度
と
世
帯
台
帳
制
度
の
長
を
採
り

短
を
捨
て
、
こ
れ
を
統
合
し
た
住

民
登
録
制
度
の
創
設
を
み
た
の
で

あ
る
。

○
登
録
制
度
の
性
格

市
区
町
村
の
住
民
を
確
実
に
把

握
し
、そ
の
居
住
関
係
を
公
証
す

る
こ
の
制
度
は
、住
民
の
利
便

や
、住
民
登
録
の
結
果
を
各
種
の

行
政
目
的
に
利
用
す
る
こ
と
か
ら

み
て
も
、こ
れ
ら
の
行
政
事
務
を

処
理
し
て
い
る
市
区
町
村
が
、こ

の
制
度
に
よ
つ
て
多
く
の
利
益
を

受
け
る
点
に
鑑
み
、こ
の
登
録
事

務
は
市
区
町
村
の
固
有
事
務
と
し

て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

こ
の
点
戸
籍
事
務
が
市
区
町
村
の

国
家
か
ら
の
委
任
事
務
で
あ
る
の

と
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

○
登
録
の
対
象

市
区
町
村
の
区
域
内
に
住
所
(

各
人
の
生
活
の
本
拠
を
指
す
)
を

有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
本

籍
の
所
在
が
い
ず
れ
に
あ
る
か
わ

問
わ
な
い
。

○
登
録
の
対
象
に
な
ら
な
い
者

○
外
国
人
登
録
令
に
よ
つ
て
そ
の

居
住
地
の
市
町
村
に
登
録
さ
れ
て

い
る
日
本
の
国
籍
を
持
た
ぬ
朝
鮮

人
　
台
湾
人
等

○
天
皇
及
び
皇
族

○
外
国
政
府
の
公
務
を
帯
び
て
日

本
に
駐
在
す
る
者
、
並
ら
び
に
こ

れ
ら
の
家
族
。

○
連
合
国
軍
の
将
兵
及
ひ
連
合
国

軍
に
附
属
し
又
は
随
伴
す
る
者
、

並
ら
び
に
こ
れ
ら
の
家
族
。

○
連
合
国
最
高
司
令
官
の
任
命
又

は
承
認
し
た
使
節
団
の
構
成
員
及

び
使
用
人
並
び
に
こ
れ
ら
の
家
族

○
施
行
の
方
法

七
月
一
日
午
前
零
時
現
在
で
一

斉
に
住
民
の
全
部
を
登
録
す
る
こ

と
と
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
主
な

点
は

(
1
)
世
帯
主
又
は
こ
れ
に
代
る
者
は

施
行
の
日
か
ら
五
日
内
に
、
そ
の

世
帯
の
全
員
に
つ
い
て
氏
名
、
生

年
月
日
、
性
別
、
世
帯
主
と
の
続

柄
、
本
籍
、
住
所
等
の
登
録
事
項

を
住
所
地
の
市
区
町
村
長
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
2
)
住
所
地
と
本
籍
地
と
が
異
な
る

者
に
つ
い
て
は
、
住
所
地
の
市
区

町
村
か
ら
登
録
事
項
を
本
籍
地
の

市
区
町
村
に
通
知
し
、
こ
れ
を
受

け
た
本
籍
地
で
は
、
こ
の
事
項
と

戸
籍
の
記
載
と
を
照
合
し
た
結
果

を
折
返
し
住
所
地
に
通
知
す
る
。

こ
れ
に
よ
つ
て
住
所
地
と
本
籍
地

と
が
異
な
る
者
に
つ
い
て
も
住
民

票
と
戸
籍
と
の
連
絡
が
と
れ
、
住

民
票
の
記
載
の
正
確
性
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

(
3
)
市
区
町
村
は
最
初
の
登
録
を
迅

速
且
つ
正
確
に
実
施
す
る
た
め
、

臨
時
に
調
査
員
を
委
嘱
し
、
住
民

全
部
か
ら
洩
れ
な
く
正
確
に
届
出

が
さ
れ
る
よ
う
に
届
書
用
紙
の
各

世
帯
に
対
す
る
集
配
、
調
査
を
行

い
住
民
票
の
記
載
を
し
、
そ
の
他

一
般
に
わ
た
り
市
区
町
村
吏
員
の

事
務
の
補
助
を
す
る
こ
と
に
な
つ

て
い
る
。

(
4
)
従
来
の
寄
留
簿
は
、
住
民
登
録

制
度
が
こ
れ
に
代
る
べ
き
制
度
で

あ
る
の
で
廃
止
さ
れ
又
従
来
行
わ

れ
て
い
た
世
帯
台
帳
の
制
度
も
当

然
消
滅
す
る
。

○
住
民
登
録
制
度
の
利
点

(
1
)
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
簡
易
に
し
か
も
権
威
の

あ
る
居
住
、
身
元
、
扶
養
家
族
、

印
鑑
そ
の
他
の
各
種
証
明
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
2
)
従
来
各
種
の
謄
抄
本
を
必
要
と

し
て
い
た
各
種
の
場
合
に
本
籍
地

に
照
会
す
る
ま
で
も
な
く
住
所
地

で
住
民
票
の
謄
抄
本
の
交
付
を
受

け
て
戸
籍
の
謄
抄
本
に
代
用
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

(
3
)
住
民
票
は
戸
籍
と
関
連
を
も
つ

て
い
る
の
で
、
本
籍
に
よ
つ
て
そ

の
人
の
住
所
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
と
と
も
に
住
所
に
よ
つ
て
本
籍

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

(
4
)
こ
の
制
度
の
活
用
に
よ
つ
て
市

区
町
村
の
事
務
の
簡
素
化
が
実
現

さ
れ
る
結
果
、
住
民
の
た
め
能
率

の
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
選
挙
人
名

簿
、学
令
簿
、
予
防
接
種
台
帳
等

の
調
製
及
び
主
食
の
配
給
、
地
方

税
の
賦
課
徴
収
、
生
活
保
護
法
の

実
施
等
の
事
務
は
住
民
票
を
も
と

と
し
て
処
理
さ
れ
る
た
め
、
全
般

を
通
じ
て
所
要
経
費
の
節
減
が
可

能
と
な
り
住
民
の
税
負
坦
が
そ
れ

だ
け
軽
減
さ
れ
る
原
因
と
な
る
。

以
上
住
民
登
録
法
の
概
要
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で

今
か
ら
区
民
各
位
に
お
願
い
し
て

お
き
た
い
こ
と
は

(
1
)
住
民
登
録
法
施
行
に
当
り
、
調

査
員
が
各
世
帯
を
お
訪
ね
し
て
届

書
の
集
配
を
い
た
し
ま
す
際
正
確

に
届
出
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
御
用

意
願
い
ま
す
。

(
2
)
届
書
を
出
し
た
後
住
所
が
変
わ

つ
た
時
は
そ
の
都
度
必
ず
区
役
所

に
お
届
け
下
さ
い
。

西
新
井
第
一
小
学
校
新
設

学
校
教
育
の
充
実
図
る

三
月
下
旬
ま
で
西
新
井
小
学
校
の

分
校
と
し
て
授
業
を
行
つ
て
き
た

西
新
井
町
一
〇
一
〇
番
地
の
西
新

井
小
学
校
分
校
が
四
月
一
日
か
ら

新
ら
し
く
足
立
区
立
西
新
井
第
一

小
学
校
と
な
り
、
独
立
校
と
し
て

発
足
し
た
。

同
校
は
昭
和
二
六
年
度
六
、
三

制
整
備
費
に
よ

つ
て
既
設
の
六

数
室
に
加
え
こ

の
三
月
、
八
教

室
が
増
築
さ
れ

生
徒
数
も
七
七

〇
名
を
越
す
状

態
と
な
り
、加

え
て
、
都
バ
ス

の
路
線
延
長
そ

の
他
交
通
施
設

の
利
便
が
増
大

す
る
と
と
も
に
西
新
井
大
師
を

中
心
と
す
る
附

近
商
店
街
及
び

広
汎
な
住
宅
地

に
転
入
者
が
激

増
す
る
傾
向
に

あ
る
の
で
、
学

校
施
設
の
充
実

に
伴
い
区
立
小

学
校
と
し
て
独
立

し
た
も
の
で

あ
る
。


